
南港信号所＿信号所の位置：３４－３７－２０N・１３５－２５－２０E、１２０度及び２１０度方向に面する信号板
南港第二信号所＿信号所の位置：３４－３７－１３N・１３５－２４－０９E、５５度・２７５度及び３５５度方向に面する信号板

管制信号 信号の方法 信号の意味

Ｉの文字の点滅
・入航船は、入航することができること。
・総トン数５００トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
・総トン数５００トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅
・出航船は、出航することができること。
・総トン数５００トン以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
・総トン数５００未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅
・総トン数５，０００トン以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たければならないこと。
・総トン数５，０００トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
・総トン数５，０００トン未満の入出航船は、入出航することができること。

Ｘの文字及び
Iの文字の交互点滅

・水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
・水路外にある総トン数５００トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進
路を避けて待たなければならないこと。
・水路外にある総トン数５００トン未満の入出航船は、入出航することができること。
・信号が、間もなくⅠの文字の点滅に変わること。

Ｘの文字及び
Oの文字の交互
点滅

・水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
・水路外にある総トン数５００トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進
路を避けて待たなければならないこと。
・水路外にある総トン数５００トン未満の入出航船は、入出航することができること。
・信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。

Ｘの文字及び
Fの文字の交互点滅

・水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
・水路外にある総トン数５００トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進
路を避けて待たなければならないこと。
・水路外にある総トン数５００トン未満の入出航船は、入出航することができること。
・信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Ｘの文字の点滅

・水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
・水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船進路を避けて待たなければな
らないこと。
・信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Ｘの文字の点灯 ・港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

港則法第３８条第５項・同法施行規則第２０条の２に定める、管制信号
（南港・南港第二信号所、信号板）

堺信号所＿信号所の位置：３４－３５－２２N・１３５－２５－３６E
（堺第二信号所＿信号所の位置：３４－３５－２２N・１３５－２５－３５E、１８２度方向に面する信号板）
浜寺信号所＿信号所の位置：３４－３３－４０N・１３５－２４－３８E

信号の意味
昼間・夜間

毎２秒に白色光１閃

・入航船は、入航することができること。
・総トン数５００トン(堺・浜寺)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならない
こと。
・総トン数５００トン(堺・浜寺)未満の出航船は、出航することができること。

毎２秒に赤色光１閃

・出航船は、出航することができること。
・総トン数５００トン(堺・浜寺)以上の入航船は、航路水路外(堺・浜寺)において、出航
船の進路を避けて待たなければならないこと。
・総トン数５００トン(堺・浜寺)未満の入航船は、入航することができること。

毎３秒に順次赤色光１閃
及び白色光１閃

・総トン数３，０００(堺)・１０，０００トン(浜寺)以上の入航船は、水路外において、出航
船の進路を避けて待たければならないこと。
・総トン数３，０００(堺)・１０，０００トン(浜寺)以上の出航船は、運航を停止して待たな
ければならないこと。
・総トン数３，０００(堺)・１０，０００トン(浜寺)未満の入出航船は、入出航することができ
ること。

毎６秒に順次赤色光３閃
及び白色光３閃

・港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

堺(堺第二)・浜寺信号所、灯火

管制信号
信号の方法


